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新株式発行、自己株式の処分及び株式の売出し並びに主要株主の異動に関するお知らせ 

 

当社は、平成 25 年 10 月 11 日開催の取締役会において、以下のとおり、新株式発行、自己株式の処分及び

当社株式の売出しを行うことについて決議しましたので、お知らせいたします。また、本決議に関連して、当

社の主要株主の異動が生じる見込みですので、併せてお知らせいたします。 

なお、当社は本日、株式会社東京証券取引所より、当社株式の東京証券取引所市場第二部への市場変更につ

き承認をいただいております。詳細につきましては、本日公表の「東京証券取引所市場第二部への上場市場変

更承認に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

【本資金調達及び売出しの目的】 

当社は、岩手県を中心に東北５県でドラッグストア事業と調剤薬局事業を展開しております。昭和 53 年の

創業以来、「お客様に喜んで戴ける店を作ろう」を経営理念に掲げ、地域のお客様の健康と美そして日常生活

に密着した品揃えで、いつもの暮らしに欠かせない商品を低価格で提供するとともに、商圏人口１万人以下で

成立する安さと利便性に専門性を兼ね備えた「小商圏バラエティ型コンビニエンス・ドラッグストア」を追求

するなど、今後の人口減少と高齢化に対応した店舗づくりに努めてまいりました。 

当社が主力とするドラッグストア業界におきましては、異業種参入や企業統合、再編の動きなど、小売業全

体による出店競争や価格競争が激化しており、経営環境は今後一段と厳しさを増すものと思われます。 

このような状況のもと、当社では、環境変化に機敏かつ柔軟に対応しながら企業価値を高め、地域の皆様の

日常生活に密着し、多くのお客様から支持されるドラッグストアとして成長を続けてまいりたいと考えていま

す。 

具体的な取り組みとしては、東北地区において、標準化されたドラッグストアをドミナント出店し、生活必

需品を中心により低価格で品揃えするとともに、お客様の健康と美に関して気軽に相談できるライトカウンセ

リングの充実で質の高いサービスを提供してまいります。 

今回の新株式発行及び自己株式の処分による調達資金は、新規出店のための設備投資資金に充当する予定で

あります。これにより、東北におけるドミナントエリアを更に強固なものとし、持続的な成長のための事業基

盤を強化することに加えて、自己資本の拡充を通じて今後の更なる成長を支える財務基盤を構築することで企

業価値の更なる向上を目指してまいります。 

また、新株式発行及び自己株式の処分と同時に、当社株主を売出人とする株式売出しを実施し、株主分布状

況の改善や株式流動性の向上と株主層の拡大を図ってまいります。 
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Ⅰ．新株式発行、自己株式の処分及び株式の売出し 

１．公募による新株式発行（一般募集） 

(１) 募集株式の種類及び数 当社普通株式    200,000株 

(２) 払 込 金 額 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第 25 条に規

定される方式により、平成25年 10 月 22 日（火）から平成25年 10 月

25 日（金）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」とい

う。）に決定する。 

(３) 増加する資本金及び 

資 本 準 備 金 の 額 

増加する資本金の額は、会社計算規則第 14 条第１項に従い算出される

資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端

数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加す

る資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資

本金の額を減じた額とする。 

(４) 募 集 方 法 一般募集とし、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を主幹事会社とする引受団

（以下「引受人」と総称する。）に全株式を買取引受けさせる。なお、

一般募集における発行価格（募集価格）は、日本証券業協会の定める

有価証券の引受け等に関する規則第 25 条に規定される方式により、発

行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終

値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に 0.90

～1.00 を乗じた価格（１円未満端数切捨て）を仮条件として需要状況

を勘案した上で、発行価格等決定日に決定する。 

(５) 引 受 人 の 対 価 引受手数料は支払わず、これに代わるものとして一般募集における発

行価格（募集価格）から払込金額（引受人より当社に払込まれる金

額）を差し引いた額を引受人の手取金とする。 

(６) 申 込 期 間 発行価格等決定日の翌営業日から発行価格等決定日の２営業日後の日

まで。 

(７) 払 込 期 日 平成25年11月１日（金） 

(８) 受 渡 期 日 平成25年11月５日（火） 

(９) 申 込 株 数 単 位 100株 

(10) 申 込 証 拠 金 １株につき発行価格と同一の金額 

(11) 払込金額、増加する資本金及び資本準備金の額、発行価格（募集価格）その他本公募による新株式

発行に必要な一切の事項の決定は、代表取締役社長西郷辰弘に一任する。 

(12) 前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

 

２．公募による自己株式の処分（一般募集） 

(１) 募集株式の種類及び数 当社普通株式    147,800株 

(２) 払 込 金 額 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第 25 条に規

定される方式により、発行価格等決定日に決定する。なお、払込金額

は公募による新株式発行における払込金額と同一とする。 

(３) 募 集 方 法 一般募集とし、引受人に全株式を買取引受けさせる。なお、処分価格

（募集価格）は、日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関す

る規則第 25 条に規定される方式により、発行価格等決定日の株式会社

東京証券取引所における当社普通株式の終値（当日に終値のない場合

は、その日に先立つ直近日の終値）に 0.90～1.00 を乗じた価格（１円

未満端数切捨て）を仮条件として需要状況を勘案した上で、発行価格

等決定日に決定する。なお、処分価格（募集価格）は公募による新株
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式発行における発行価格（募集価格）と同一とする。 

(４) 引 受 人 の 対 価 引受手数料は支払わず、これに代わるものとして一般募集における処

分価格（募集価格）から払込金額（引受人より当社に払込まれる金

額）を差し引いた額を引受人の手取金とする。 

(５) 申 込 期 間 公募による新株式発行における申込期間と同一とする。 

(６) 払 込 期 日 公募による新株式発行における払込期日と同一とする。 

(７) 受 渡 期 日 公募による新株式発行における受渡期日と同一とする。 

(８) 申 込 株 数 単 位 100株 

(９) 申 込 証 拠 金 １株につき処分価格と同一の金額 

(10) 払込金額、処分価格（募集価格）その他本公募による自己株式の処分に必要な一切の事項の決定

は、代表取締役社長西郷辰弘に一任する 

(11) 前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

 

３．株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し） 

(１) 売出株式の種類及び数 当社普通株式    250,000株 

(２) 売 出 人 及 び 

売 出 株 式 数 

西郷辰弘      180,000株 

西郷喜代子     70,000株 

(３) 売 出 価 格 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第 25 条に規

定される方式により、発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所にお

ける当社普通株式の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直

近日の終値）に 0.90～1.00 を乗じた価格（１円未満端数切捨て）を仮条

件として、需要状況を勘案した上で決定する。なお、売出価格は一般募

集における発行価格（募集価格）及び処分価格（募集価格）と同一とす

る。 

(４) 売 出 方 法 売出しとし、引受人に全株式を買取引受けさせる。売出しにおける引受

人の対価は、売出価格から引受人より売出人に支払われる金額である引

受価額を差し引いた額の総額とする。なお、引受価額は一般募集におけ

る払込金額と同一とする。 

(５) 申 込 期 間 一般募集における申込期間と同一とする。 

(６) 受 渡 期 日 一般募集における受渡期日と同一とする。 

(７) 申 込 株 数 単 位 100株 

(８) 申 込 証 拠 金 １株につき売出価格と同一金額とする。 

(９)  売出価格、その他本売出しに必要な一切の事項の決定は、代表取締役社長西郷辰弘に一任する。 

(10) 前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

 

４．株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）（後記【ご参考】１.をご参照） 

(１) 売出株式の種類及び数 当社普通株式    89,000株 

なお、上記売出株式数は上限の株式数を示したもので、需要状況により

減少する場合、又は本売出しが全く行われない場合がある。売出株式数

は需要状況を勘案した上で、発行価格等決定日に決定する。 

(２) 売 出 人 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 

(３) 売 出 価 格 未定（発行価格等決定日に決定する。なお、売出価格は一般募集におけ

る発行価格及び処分価格（募集価格）と同一とする。） 

(４) 売 出 方 法 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの需要状況を勘案し、一
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般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会社であるＳＭＢ

Ｃ日興証券株式会社が当社株主である株式会社ＴＫコーポレーション

（以下「貸株人」という。）より借り入れる当社普通株式について追加的

に売出しを行う。 

(５) 申 込 期 間 一般募集における申込期間と同一とする。 

(６) 受 渡 期 日 一般募集における受渡期日と同一とする。 

(７) 申 込 株 数 単 位 100株 

(８) 申 込 証 拠 金 引受人の買取引受けによる売出しにおける申込証拠金と同一とする。 

(９) 売出価格、その他本売出しに必要な一切の事項の決定は、代表取締役社長西郷辰弘に一任する。 

(10) 前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

 

５．第三者割当による新株式発行（本第三者割当増資）（後記【ご参考】１.をご参照） 

(１) 募集株式の種類及び数 当社普通株式 89,000株 

(２) 払 込 金 額 一般募集における払込金額と同一とする。 

(３) 増加する資本金及び 

資 本 準 備 金 の 額 

増加する資本金の額は、会社計算規則第 14 条第１項に従い算出される資

本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が

生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本

準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額

を減じた額とする。 

(４) 割 当 先 及 び 

割 当 株 式 数 

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 89,000株 

(５) 申 込 期 日 平成 25 年 11 月 26 日（火）から平成 25 年 12 月２日（月）までの間のい

ずれかの日。ただし、一般募集、引受人の買取引受けによる売出し及び

オーバーアロットメントによる売出しの申込期間終了日の翌日から起算

して 30 日目の日（30 日目の日が営業日でない場合はその前営業日）の２

営業日後の日とする。 

(６) 払 込 期 日 平成 25 年 11 月 27 日（水）から平成 25 年 12 月３日（火）までの間のい

ずれかの日。ただし、一般募集、引受人の買取引受けによる売出し及び

オーバーアロットメントによる売出しの申込期間終了日の翌日から起算

して 30 日目の日（30 日目の日が営業日でない場合はその前営業日）の３

営業日後の日とする。 

(７) 申 込 株 数 単 位 100株 

(８) 払込金額、増加する資本金及び資本準備金の額、その他本第三者割当による新株式発行に必要な一切

の事項の決定は、代表取締役社長西郷辰弘に一任する。 

(９) 上記(５)に記載の申込期日までに申込みのない株式については、発行を打ち切るものとする。 

(10) 前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 
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【ご参考】 

１．オーバーアロットメントによる売出し等について 

 公募による新株式発行（一般募集）、公募による自己株式の処分（一般募集）（以下併せて「一般募

集」という。）及び株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）に伴い、その需要状況を勘案し、

89,000 株を上限として、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会社であるＳＭＢＣ日

興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式（以下「借入株式」という。）の売出し（以下

「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行う場合があります。なお、当該売出株式数は上

限の株式数を示したものであり、需要状況により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売

出しが全く行われない場合があります。 

これに関連して、オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合は、当社は、ＳＭＢＣ日興証

券株式会社に対して、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数（以下「上限株式数」とい

う。）を上限に、本第三者割当増資の割当を受ける権利（以下「グリーンシューオプション」という。）

を、一般募集、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間

終了日の翌日から起算して30日目の日（30日目の日が営業日でない場合はその前営業日）を行使期限と

して付与します。 

 ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、一般募集、引受人の買取引受けによる

売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間終了日の翌日からグリーンシューオプショ

ンの行使期限までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。（注））、上限株式数の範囲内で株

式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行

う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた当社普通株式は借入株式の返還に充当され

ます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の判断で、シンジ

ケートカバー取引を全く行わない場合、又は上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を

終了させる場合があります。 

 また、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、一般募集、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーア

ロットメントによる売出しの申込期間中、当社普通株式について安定操作取引を行うことがあり、当該

安定操作取引で買付けた当社普通株式の全部又は一部を借入株式の返還に充当する場合があります。 

 ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、シンジケー

トカバー取引により買付けた株式数及び安定操作取引で買付けた当社普通株式の全部又は一部を借入株

式の返還に充当する場合における当該株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプショ

ンを行使し本第三者割当増資の割当に応じる予定であります。したがって、本第三者割当増資における

発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割当増資における最終

的な発行数が減少する場合、又は発行そのものが全く行われない場合があります。 

 ＳＭＢＣ日興証券株式会社が本第三者割当増資の割当に応じる場合には、ＳＭＢＣ日興証券株式会社

はオーバーアロットメントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。 

 オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが

行われる場合の売出株式数については、発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントに

よる売出しが行われない場合は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入

れは行われません。したがって、ＳＭＢＣ日興証券株式会社はグリーンシューオプションを全く行使し

ないため、失権により、本第三者割当増資による新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京

証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。 

（注）シンジケートカバー取引期間は、 

① 発行価格等決定日が平成25年10月22日（火）の場合、「平成25年10月25日（金）から平

成25年11月22日（金）までの間」 

② 発行価格等決定日が平成25年10月23日（水）の場合、「平成25年10月26日（土）から平

成25年11月22日（金）までの間」 
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③ 発行価格等決定日が平成25年10月24日（木）の場合、「平成25年10月29日（火）から平

成25年11月27日（水）までの間」 

④ 発行価格等決定日が平成25年10月25日（金）の場合、「平成25年10月30日（水）から平

成25年11月28日（木）までの間」 

となります。 

 

２．今回の増資による発行済株式総数の推移 

現在の発行済株式総数 3,001,200株 （平成25年９月30日現在） 

一般募集による増加株式数 200,000株  

一般募集後の発行済株式総数 3,201,200株  

本第三者割当増資による増加株式数 89,000株 （注） 

本第三者割当増資後の発行済株式総数 3,290,200株 （注） 

（注）前記「Ⅰ.新株式発行、自己株式の処分及び株式の売出し ５．第三者割当による新株式発行（本

第三者割当増資）」の割当株式数の全株式に対しＳＭＢＣ日興証券株式会社から申込みがあり、発

行がなされた場合の株式数です。 

 

３．今回の自己株式の処分による自己株式数の推移 

現在の自己株式数 147,850株 （平成25年９月30日現在） 

一般募集による処分株式数 147,800株  

処分後の自己株式数 50株  
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４．調達資金の使途 

（１）今回の調達資金の使途 

今回の一般募集による手取概算額710,614,588円については、一般募集と同日付をもって取締役会で

決議された本第三者割当増資の手取概算額上限183,666,940円と合わせて、手取概算額合計上限

894,281,528円について、平成26年11月までに、全額を新規出店に係る設備投資資金の一部として充当

する予定であります。 

また、重要な設備の新設、除去等の計画については、平成25年10月11日現在（ただし、投資予定金

額における既支払額は、平成25年８月31日現在）、以下のとおりであります。 

投資予定金額 着手及び完了予定年月 
事業所所在地 

店舗数 
設備の内容 

総額 

(百万円) 

既支払額 

(百万円) 

資金調達方法 

着手 完了 

完成後の 

売場面積 

(㎡) 

秋田県 

３店舗 
販売設備 457 46

増資資金、自己株式の

処分資金、自己資金及

び借入金 

平成25年７月

～ 

平成26年５月

平成25年10月 

～ 

平成26年９月 

2,970.0

岩手県 

２店舗 
販売設備 332 86

増資資金、自己株式の

処分資金、自己資金及

び借入金 

平成25年７月 平成25年10月 1,947.0

宮城県 

６店舗 
販売設備 915 66

増資資金、自己株式の

処分資金、自己資金及

び借入金 

平成25年４月

～ 

平成26年５月

平成25年10月 

～ 

平成26年９月 

5,775.0

山形県 

５店舗 
販売設備 698 40

増資資金、自己株式の

処分資金、自己資金及

び借入金 

平成25年７月

～ 

平成26年７月

平成25年11月 

～ 

平成26年11月 

4,785.0

合計 2,404 240 ― ― ― 15,477.0

（注）投資予定額には、敷金及び保証金を含めております。 

 

（２）前回調達資金の使途の変更 

 該当事項はありません。 

  

（３）業績に与える影響 

 今回の一般募集及び本第三者割当増資は、当社の中長期的な収益性の向上並びに財務基盤の改善に資

するものと考えております。 

 

５．株主への利益配分等 

（１）利益配分に関する基本方針 

当社は、利益配分につきましては、内部留保金を確保しつつ、安定した配当を継続していくことを基本

として、競争激化に対応した設備投資を行い、集客力の増大に努め会社の競争力を維持・強化するとと

もに、業績に裏付けられた成果の配分を行うことを方針としております。 

また、当社の剰余金の配当は、期末配当の年１回を基本的な方針としており、配当の決定機関は株主総

会であります。 

 

（２）配当決定にあたっての考え方 

 上記「(１)利益配分に関する基本方針」に記載のとおりであります。 

 

（３）内部留保資金の使途 

収益性の一層の向上を図るため、店舗の新設及び改装に伴う設備資金として有効投資してまいりたいと
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考えております。 

 

（４）過去３決算期間の配当状況等 

 平成23年２月期 平成24年２月期 平成25年２月期 

１株当たり当期純利益  194.43円 201.89円 401.27円

１ 株 当 た り 年 間 配 当 金 

（内１株当たり中間配当金） 

 33.00円

（0円）

40.00円 

（0円）

50.00円

（0円）

実 績 配 当 性 向 17.0％ 19.8％ 12.5％

自 己 資 本 当 期 純 利 益 率 9.1％ 8.8％ 15.7％

純 資 産 配 当 率 1.5％ 1.7％ 2.0％

（注）1 連結子会社でありました有限会社薬王堂販売を平成 24 年６月１日付で吸収合併したことにより、

連結子会社が存在しなくなったため、平成 25 年２月期より連結財務諸表を作成しておりません。

このため、当社単体の実績を記載しております。 

2 実績配当性向は、１株当たり年間配当金を１株当たり当期純利益で除した数値です。 

3 自己資本当期純利益率は、当期純利益を、自己資本（期首と期末の平均）で除した数値です。 

4 純資産配当率は、１株当たりの年間配当金を１株当たり純資産（期首と期末の平均）で除した数

値です。 

5 平成24年１月４日付で普通株式１株につき普通株式100株の割合で株式分割を行っております。こ

のため、平成23年２月期及び平成24年２月期の期初に株式分割が行われたと仮定して、１株当た

り当期純利益及び１株当たり年間配当金を算定しております。 

  

６．その他 

（１）配分先の指定 

該当事項はありません。 

 

（２）潜在株式による希薄化情報 

該当事項はありません。 

 

（３）過去３年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等 

① エクイティ・ファイナンスの状況 

該当事項はありません。 

 

② 過去３決算期間及び直前の株価等の推移 

 平成23年２月期 平成24年２月期 平成25年２月期 平成26年２月期 

始   値 77,500円
93,900円

*1,489円
1,409円 2,053円

高   値 109,500円
161,200円

*1,622円
2,300円 2,800円

安   値 65,400円
56,200円

*1,335円
1,343円 1,960円

終   値 93,600円
147,500円

*1,395円
2,070円 2,205円

株価収益率 4.8倍 6.9倍 5.2倍 －倍

（注）1  株価は、平成 22 月３月 31 日までは株式会社ジャスダック証券取引所、平成 22 年４月１日から平
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成 25 年７月 15 日までは株式会社大阪証券取引所、平成 25 年７月 16 日以降は株式会社東京証券

取引所におけるものであります。 

2 平成24年２月期の株価について、*印は、平成24年１月４日付株式分割による権利落後の株価であ

ります。 

3 平成26年２月期の株価等については、平成25年10月10日（木）現在で記載しております。 

4  株価収益率は決算期末の株価（終値）を当該決算期の１株当たり当期純利益で除した数値です。

また、平成26年２月期については未確定のため記載しておりません。 

  

③ 過去５年間に行われた第三者割当増資における割当先の保有方針の変更等 

該当事項はありません。 

 

（４）ロックアップについて 

一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関し、売出人である西郷辰弘及び西郷喜代子並びに当社

株主である株式会社ＴＫコーポレーションは、ＳＭＢＣ日興証券株式会社に対して、発行価格等決定日に

始まり、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの受渡期日から起算して 180 日目の日に終了する

期間（以下「ロックアップ期間」という。）中は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の事前の書面による承諾を

受けることなく、発行価格等決定日に自己の計算で保有する当社普通株式（潜在株式を含む。）を売却等

しない旨を合意しております。 

 また、当社はＳＭＢＣ日興証券株式会社に対して、ロックアップ期間中は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社

の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務

を有する有価証券の発行又は売却（本第三者割当増資に係る新株式発行並びに株式分割及びストックオプ

ション等に関わる発行若しくは交付を除く。）を行わない旨を合意しております。 

 なお、上記の場合において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、その裁量で当該合意内容の一部若しくは

全部につき解除し、又はそのロックアップ期間を短縮する権限を有しております。 
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Ⅱ．主要株主の異動 

１．異動予定年月日 

前記「Ⅰ．新株式発行、自己株式の処分及び株式の売出し １．公募による新株式発行（一般募集）、

２．公募による自己株式の処分（一般募集）」に記載の払込期日 

 

２．異動が生じた理由 

平成 25 年 10 月 11 日開催の取締役会において決議しました前記「Ⅰ．新株式発行、自己の株式処分及

び株式の売出し １．公募による新株式発行（一般募集）、２．公募による自己株式の処分（一般募集）」

に伴い当社主要株主である西郷辰弘が主要株主でなくなることが見込まれるものであります。 

 

３．異動する株主の概要 

(１) 氏 名 西郷辰弘 

(２) 住 所 岩手県紫波郡矢巾町 

(３) 当 社 と の 関 係 代表取締役社長 

 

４．当該株主の議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権の数に対する割合 

 
議決権の数 

（所有株式数） 

総株主の議決権の数 

に対する割合（注）1、2 

大株主順位 

（注）1、2 

異動前 

（平成25年10月11日現在） 

3,020個 

（302,000株） 
10.59％ 第２位 

異動後（注） 
3,020個 

（302,000株） 
9.44％ 第２位 

（注）1 議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数  

 異動前 148,200株 （自己株式147,800株、単元未満株式400株（自己株式50株を含む）） 

 異動後 400株 （単元未満株式400株（自己株式50株を含む）） 

2 平成25年10月11日現在の発行済株式総数 3,001,200株 

なお、異動後の総株主の議決権の数に対する割合は、平成25年８月31日現在の総株主の議決権の数

に平成 25 年 10 月 11 日に決議した公募による新株式発行（一般募集）による増加株式数 200,000 株

及び公募による自己株式の処分（一般募集）による処分株式数 147,800 株を加味して算出しておりま

す。 

3 さらに、前記「Ⅰ．新株式発行、自己株式の処分及び株式の売出し ３．株式の売出し（引受人の買

取引受けによる売出し）」に伴い、前記「Ⅰ．新株式発行、自己株式の処分及び株式の売出し ３．

株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）」記載の受渡期日においては、西郷辰弘の議決権

の数（所有株式数）は 1,220 個（122,000 株）、総株主の議決権の数に対する割合は 3.81％、大株主

順位は第３位、となることが見込まれます。 

 

５．今後の見通し 

当該主要株主の異動による当社の経営及び業績等に与える影響はありません。 

 

以 上 


